
 　

①提出 　 ②受付
　 　

③送付 　
　

②検討・補正

②検討
・補正 ①指導・助言

①提出 　 ②受付
　

②補正 ①指示
③提出 　 ④確認

②補正 ①指示
③提出 　 ④確認

②補正 ①指示
③提出 　 ④確認

　 ①連絡
②４部提出 ③確認　受理

⑤受領　

照合

①協議
③変更届提出 　④受理

※２　危険物保安課との協議が必要な場合は5部。（協議が必要かどうかは事前相談の際に確認。）

事前相談

※３　神戸市側の標準的な処理期間を示す。建築主側の理由により初版からの変更がある場合は、30日間程度必要な
場合がある。標準処理期間は、各課に書類が到着した日から５日間、初版からの変更がある場合は１０日間程度必要な
場合がある。ただし、いずれの期間も休日及び建築主による補正の期間は含まない。
※４　建築主側の所要期間を示す。

建築主（代理者、設計者） 建築住宅局長　　消防長

建築安全課　建築安全係（防災担当）

防災担当課

建築住宅局　建築安全課　建築安全係

防
災
協
議

事
前
協
議

25
日
間
又
は
20
日
間
※
1

　

消防局
③査察課④危険物保安課⑤所轄消防署

消防局警防部警防課

事
前
相
談

基本計画

①防災担当②設備担当

1．防災計画書初版（4部※2）
2．防災協議届出書（１部）
3．委任状（１部）
4．提出時チェックリスト（4部※2）

作
成

※
4

防災担当課

防災協議会

防災計画書
訂正版補正

建築安全課

所轄消防署

防災計画書初版
補正

①指導・助言
各課協議

作
成

※
4

1．防災計画書訂正版　作成(1部）※5

2．変更内容一覧表　※6
建築安全課　建築安全係（防災担当）

訂
正
版
の
確
認

15
日
間
※
3

査察課、危険物保安課

査察課　危険物保安課　所轄消防署

防災計画書最終版（１部）
防災計画書受理通知書（1部）

④通知、１部返却
最終版送付

確認申請　計画通知

防災計画書最終版　作成（４部） 建築安全課　建築安全係（防災担当）

※６　初版から変更がある場合に添付する。

5(1)  防災協議の流れ

※５　さらに２部を査察課へ下見用で提出することも可能。

変更届が必要な場合は、次頁５(2)によ
る。

確認申請　計画通知　計画変更

建築主保管　施設管理者へ引継ぎ

※１　神戸市側の標準的な処理期間を示す。防災協議会を開催しない場合は、20日間とする。休日は含まない。

　防災計画の変更　変更届作成
②指導・助言

防災担当課
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